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安
倍
総
理
の
日
本
国
憲
法
は
「
連
合
国
軍
総
司
令
部
の
憲
法
も
国
際
法
も
全
く
の
素
人
の
人
た
ち
が
、
た
っ
た

八
日
間
で
つ
く
り
上
げ
た
代
物
だ
」
と
の
発
言
に
関
す
る
質
問
主
意
書

安
倍
総
理
は
、
二
〇
一
三
年
四
月
二
十
七
日
の
産
経
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
「
連
合
国
軍
総
司
令
部
（
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
」
と

い
う
。
）
の
憲
法
も
国
際
法
も
全
く
の
素
人
の
人
た
ち
が
、
た
っ
た
八
日
間
で
つ
く
り
上
げ
た
代
物
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

他
方
、
二
〇
一
五
年
三
月
六
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
安
倍
総
理
は
、
逢
坂
誠
二
の
質
問
に
答
え
て
、
「
そ
の
原
案
が
連

合
国
軍
総
司
令
部
に
よ
っ
て
短
期
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
事
実
を
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
「
総
理
大
臣
と
し

て
事
実
を
述
べ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
だ
ろ
う
」
と
答
弁
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
の
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
た
っ
た
八
日
間
」
と
は
、
い
つ
か
ら
い
つ
ま
で
な
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
憲
法
原
案
作
成
メ
ン
バ
ー
の
中
に
は
、
コ
ー
ト
ニ
ー
・
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
民
政
局
長
の
よ
う
に
弁
護
士
資
格
と
法

学
博
士
号
を
持
つ
者
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ケ
ー
デ
ィ
ス
民
政
局
次
長
の
よ
う
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
法
科
大
学
院
を
卒
業
後
に
弁

護
士
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
政
府
機
関
で
勤
務
し
た
経
歴
の
持
ち
主
も
存
在
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
が
、
ど
の
よ

う
な
根
拠
で
「
憲
法
も
国
際
法
も
全
く
の
素
人
の
人
た
ち
」
と
判
断
し
た
の
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

一



三

こ
の
「
全
く
の
素
人
の
人
た
ち
」
と
い
う
発
言
が
、
憲
法
に
関
す
る
素
人
と
い
う
意
味
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な

判
断
を
し
た
の
か
。
そ
の
根
拠
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

四

「
代
物
」
と
い
う
言
葉
は
、
『
大
辞
林
第
三
版
』
（
三
省
堂
）
に
よ
れ
ば
、
「
物
ま
た
は
人
。
低
く
評
価
し
た
り
、
卑
し

み
や
皮
肉
を
込
め
て
い
う
こ
と
が
多
い
」
と
あ
り
、
代
物
と
い
う
言
葉
に
は
価
値
観
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
一
般

的
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
憲
法
も
国
際
法
も
全
く
の
素
人
の
人
た
ち
が
、
た
っ
た
八
日
間
で
つ
く
り
上
げ

た
代
物
だ
」
と
い
う
安
倍
総
理
の
発
言
は
、
「
そ
の
原
案
が
連
合
国
軍
総
司
令
部
に
よ
っ
て
短
期
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
の
事
実
を
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
総
理
大
臣
と
し
て
事
実
を
述
べ
」
た
だ
け
で
は
な

く
、
安
倍
総
理
の
日
本
国
憲
法
に
対
す
る
認
識
も
含
ま
れ
て
い
る
。
安
倍
総
理
の
発
言
に
は
、
事
実
の
み
な
ら
ず
、
日
本
国

憲
法
に
対
す
る
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

日
本
国
憲
法
は
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
憲
法
も
国
際
法
も
全
く
の
素
人
の
人
た
ち
が
、
た
っ
た
八
日
間
で
つ
く
り
上
げ
た
代
物
だ
」

と
い
う
発
言
が
、
「
そ
の
原
案
が
連
合
国
軍
総
司
令
部
に
よ
っ
て
短
期
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
事
実
を
述
べ
た

も
の
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
れ
ば
、
「
代
物
」
で
は
な
く
、
単
に
「
も
の
」
と
い
う
表
現
で
良
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ

う
な
理
由
で
、
安
倍
総
理
は
あ
え
て
「
代
物
」
と
述
べ
た
の
か
。
理
由
を
明
確
に
さ
れ
た
い
。

二



右
質
問
す
る
。

三


